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本日、ご議論させていただきたい点について

⚫ 本日は、以下の５点について、ご議論させていただきたく、よろしくお願いします。

協議事項１：「連絡協議会」の設置等について

協議事項２：連絡協議会の取組について

協議事項３：取組の実施に向けた協業の調整について

協議事項４：今後の連絡協議会の開催スケジュールについて

協議事項５：外部機関による調査事業との連携について
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半導体製造メーカー
（前工程・後工程）

行政機関

産学連携による取組の拡大

教育機関

中部地域半導体人材育成等連絡協議会（仮称）

高校生等大学・高専等

産学官連携による
人材の確保・育成の
エコシステムを構築

協議事項１：「連絡協議会」の設置等について

【協議事項１－１】 連絡協議会の目的について

⚫ 連絡協議会の目的は、①半導体関係の研究室に進む学生の増加や、②半導体
産業への人材輩出の拡大につながる環境の形成とする。

当面の議論の範囲将来的な
議論の余地

【例】・業界説明会、キャリア説明会、業界研究会
・工場見学会の実施
・インターンシップの実施
・特別講義・実習の実施
・人材育成プログラムの構築・実施
・他地域における取組との連携 など

半導体の
重要性や
魅力発信等の
取組の拡大

・半導体製造装置
メーカー
・半導体部素材・
原料メーカー
・部品・部素材の
加工企業 など

その他の企業

①半導体関係の
研究室に進む
学生の増加

②人材の輩出の拡大

＜再掲＞



3

協議事項１：「連絡協議会」の設置等について

【協議事項１－２】 連絡協議会の参画機関について

⚫ スピード感を持って取組を進める観点から、当面、運営が軌道に乗るまでは、産側に
ついては半導体製造の前工程及び後工程を担う企業とする。
また、学側については半導体分野の人材育成の充実化に取り組んでいたり上記企業へ
多数の就職実績を有する教育機関とする。

⚫ 参画機関の新規追加に当たっては、一定の調整が行われるべきと思料。参画機関の
新規追加については、連絡協議会開催まで及び連絡協議会開催以降の各期間におい
て、以下の通り調整を行う。。

第１回連絡協議会の開催まで ：必要と認められる場合について追加する。
第１回連絡協議会の開催以降：連絡協議会にて、追加の参画の是非を調整する。

⚫ 連絡協議会の開催概要及び参画機関名については、ホームページなどで公表する。
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協議事項１：「連絡協議会」の設置等について

【協議事項１－３】 連絡協議会の運営体制について

⚫ 運営事務は、事務局（経済産業省中部経済産業局）が担う。

⚫ 事務局は、連絡協議会の開催や取組を進めるにあたっては、その事務局案ついて、
事前に複数の参加機関へ意見を伺い、参加機関の認識・ニーズ・考えと乖離して
いないことを確認する。

⚫ 事務局が事前に意見を伺う参加機関として、産・学それぞれ「幹事機関」を設定する。
なお、幹事機関は、年度ごとの輪番制とする。
（ただし、連絡協議会の決定は、連絡協議会にて行う。）

⚫ 幹事機関は、事務局が連絡協議会の開催や取組を進めるにあたり、その事務局案に
ついて、事前の意見交換を行う。
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協議事項１：「連絡協議会」の設置等について

【協議事項１－４】 連絡協議会の開催頻度について

⚫ 連絡協議会（第１回）は、３月に開催する。

2023年 １月 事前会合の開催
（連絡協議会の在り方、参画機関の取組紹介など）

2023年 １月～ 連絡協議会（第１回）の開催準備
（連絡協議会の在り方等の改善、次年度の取組ニーズ調査）

2023年 ３月 連絡協議会（第１回）の開催
（次年度の取組ニーズリストの共有など）

⚫ 連絡協議会は、３回／年度程度開催する。
（開催時期の詳細は協議事項４を参照。）

＜運営が軌道に乗った際の開催時期・主な議題＞
１１月頃：当該年度前半の取組状況の共有、次年度の取組ニーズ調査の依頼

翌年１月頃：次年度の取組ニーズリストの共有
（→各取組の実施に向けた協業着手へ）

翌年５月頃：前年度後半の取組状況の共有、協業体制を形成して実施することと
なった当該年度の取組の共有
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協議事項２：連絡協議会の取組について

⚫ 連絡協議会の目的の達成に資する取組を実施する。

⚫ 基本方針として、各参加機関からのニーズを基づく取組とする。当該ニーズを踏まえて
参加機関間の協業の調整を行い、調整が成立した取組を実施する。

目的① 目的②

業界説明会（学生向け・保護者向け）、キャリア説明会、業界研究会などの開催 ○ ○

工場見学会の実施（学生向け・教師向け） ※ ○ ○

インターンシップの実施 ※ ○ ○

特別講義・実習の実施（企業や他の教育機関からの講師派遣） ※ ○

人材育成プログラムの構築・実施（学生向け・社会人向け） ○

他地域における取組との連携（U・Iターン含む） ○

＜これまでの意見交換時に希望のあった主な取組＞

※１教育機関・１企業による協業の場合、調整次第、早期の取組の実施が期待される取組

目的①：半導体関係の学科・専攻に進む学生の増加
目的②：半導体産業への人材輩出の拡大
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協議事項３：取組の実施に向けた協業の調整について

⚫ 事前会合以降、事務局が各参加機関へ具体的な取組ニーズを確認する。第１回
連絡協議会において、「取組ニーズリスト」として共有し、協業の調整を進める。

① 参画機関が主催する取組は、当該参加機関から対応を希望する他の参加機関へ
コンタクトして協業の調整を進めて実施する。

② 事務局と参加機関が合同で主催することの希望が多かった取組は、事務局から
希望する当該参加機関へコンタクトして協業の調整を進めて実施する。

⚫ その他、予め決めておいた方がよいことがあれば必要に応じて定める。

＜参加機関が主催する取組＞
（ 【例】 特別講義の実施 ）

⚫取組ニーズ調査にて、企業による特別講義の実施を希望
する教育機関は、その旨を登録。

↓
⚫取組ニーズ調査にて、特別講義の実施希望があった場合
に対応を希望する企業はその旨を登録。

↓
⚫取組ニーズリストの共有を受けて、教育機関は、対応を希
望する企業へコンタクトし、特別講義の実施可否を調整。

↓
⚫協業が成立した場合、特別講義を実施。

＜事務局と参加機関が合同で主催する取組＞
（ 【例】 合同業界説明会の実施 ）

⚫取組ニーズ調査にて、複数の機関が参加する業界説明会
の合同実施を希望する企業や教育機関は、その旨を登録。

↓
⚫取組ニーズリストの共有を受けて、事務局は、合同業界説
明会の参加を希望する企業・教育機関へコンタクトし、企
画を調整。

↓
⚫合同業界説明会を実施。
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協議事項４：今後の連絡協議会の開催スケジュールについて

⚫ 今後の連絡協議会の開催時期や議題は、以下の通り。
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協議事項５：外部機関による調査事業との連携について

⚫ 本連絡協議会の目的の実現に向けては、協議事項２の取組以外にも、人材要件の
明確化や業界PR動画の作成など、関連する取組についての議論・検討の余地がある。

⚫ NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）では、「特定
半導体安定供給体制の構築・維持に必要な人材の育成及び確保並びにサプライ
チェーンの強靱化に関する調査」を実施。

⚫ 本連絡協議会の取組にも資するようなものとなるよう、上記の調査事業と連携を図り、
その成果を活用する。

○調査事業の内容例（先行地域（九州・東北）の例）：

➢ 人材育成に関する調査
・特定半導体施設整備事業者及び関連企業が必要とする人材像の顕在化
・教育界で学生等が習得することを期待するスキル等の明確化
・特定半導体の安定供給体制の構築・維持に向けた人材育成に係る課題について先行する海外の取組の調査及び比較分析 等

➢ 人材確保に関する調査
・学生等に対する半導体産業のプレゼンス向上のためのPR手法の調査、現状における課題の分析
・人材確保に効果的なPR手法の素案の作成。作成した手法素案の試行実施と、その結果検証 等

➢ サプライチェーン強靱化に関する調査
・経済安全保障上必要とされる特定半導体の安定供給体制の構築・維持に向けた、川上から川下までのサプライチェーンの
強靭化のための戦略策定に必要な調査 等



10

【参考事業・予算】 NEDO「特定半導体基金事業」

⚫ NEDOでは、先端半導体の国内生産拠点の整備を進めるとともに、その拠点における
継続生産等を進めることで、国内での先端半導体の安定供給に貢献する事業を実施。



○事業内容
◆ 事業概要
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（以下「５Ｇ促進法」という）第２９条第１号の規定に基
づき、経済産業大臣が認定した認定特定半導体生産施設整備等計画に従って認定特定半導体生産施設整備等事業者が特定半導体生産施
設整備等を行うために必要な資金（特定半導体生産施設整備関係に限る。）に充てるための助成金の交付の業務を行うとともに５Ｇ促
進法第２９条第３号に基づく附帯業務（同条第１号の業務に附帯する業務に限る。）を実施する。

◆ 事業の実施方針
＜助成要件＞
（１）対象事業者：認定特定半導体生産施設整備等事業者
（２）対象事業：認定特定半導体生産施設整備等事業計画に従って行う特定半導体生産施設整備に係る事業
（３）審査項目：経済産業大臣が認定した認定特定半導体生産施設整備等計画に従った内容であること

＜助成条件＞
（１）助成事業の実施期間

経済産業大臣が認定した認定特定半導体生産施設整備等計画のうち、特定半導体生産施設整備に係る事業実施期間の範囲内とする。
（２）助成事業の規模・助成率

ⅰ)助成規模：経済産業大臣が認定した認定特定半導体生産施設整備等計画に記載の範囲。
ⅱ)助成率 ：１／２以内で認定特定半導体生産施設整備等計画ごとに経済産業省の指示する助成率

＜事業全体の予算規模＞
特定半導体勘定 6,170 億円（管理費含む。） ※予算規模については、変動があり得る。

＜附帯業務＞
本事業で助成対象とする特定半導体に係る国内外の技術動向、政策動向、市場動向等について調査（本事業において委託事業として実
施）を行い、特定半導体生産施設整備が実施される地方等において、特定半導体を安定的に供給できる体制の構築・維持に向けた方策
を分析・検討する。 11

【参考事業・予算】 NEDO「特定半導体基金事業」
○背景・目的
半導体は、デジタル化の進展により、自動車や医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情から、グローバルな

サプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっている。あらゆる産業に影響を与え、５Ｇシステムに不可欠な先端半導体の安定供給を
確保することが、産業基盤の強靱化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、最重要課題となっている。
本事業では、先端半導体の国内生産拠点の整備を進めるとともに、その拠点における継

続生産等を進めることで、国内での先端半導体の安定供給に貢献する。
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【参考事業・予算】高等教育機関における共同講座創造支援事業

⚫ 大学・高専等の高等教育機関において、企業が共同講座を設置したり、自社の人材
育成に資するためのコース・学科を設置する場合、当該費用の補助を行い、成長分野
の人材育成の加速化を図るもの（令和４年度補正予算額 3.6億円）。


